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協議会では、地域の
安全の向上のため、計画
的に防犯灯の整備を進め
ています。
今回は、昨年夏の整備
（５基）にひきつづき、垣鼻
三区の通り沿いとプレシャ
スシティの団地の中に防
犯灯を設置しました。

２月21日（金）から17日（日）の三日間にわ
たって、松阪市文化財センターギャラリーで
「公民館まつり作品展示会」が開催されまし
た。
これは松阪市内の公民館に所属するクラブ
やサークルが出展する展示会で、第二公民館
からは 絵手紙 かたかご句会 パッチワーク
レカンフラワー の４つのクラブが出展しました。
たくさんの市民の皆さんが来場され、
作品を楽しん
でおられました。

元気アップ体操
身体と頭の体操で大好評の元気アップ体操を
３月15日（木）に開催しました。
青木福祉健康部会長のあいさつの後、山中美幸
先生の場を和ませる会話を交えた体操が始まります。
手足だけでなく目や口を動かすことも大事な脳の運動
です。後半は馴染みのある曲で全身を動かし、参加者
の身体はぽっかぽか。
参加した12名はすっきりとし
元気いっぱいの笑顔で帰っていき
ました。
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防犯灯の整備進めてます

本年度は、地区コミセン「指定管理」の 準備期間 です。

現在、松阪市では令和8年度に向けて従来の公民館／地区市民センターを廃止し、

新たに地区コミュニティセンターにリニューアルする取組が行われていますが、この施設の
管理をその地区の住民自治協議会（第二地区まちづくり協議会はそのひとつです。）
で行って欲しいという意向が同時に示されています。

公の施設の管理は、市長権限の一部を行使する必要が生じることから、公平で信
頼のある安定した者（「指定管理者」といいます。）が行うことが求められます。そのため、

市はその候補となる団体に対して、1年間の「準備期間」を設置しています。
私たち第二地区まちづくり協議会は、指定管理者としてコミュニティセンターの管理
を行う意思表明を昨年度に行っていますので、本年度はその「準備期間」となりました。

これからは、地方自治法及び条例に基づき、組織の審査、議会の議決などの手続

きを経て、令和8年度から新しくコミュニティセンターの管理を行うこととなります。
そのため本年度は、これまで行ってきた事業や事務をひとつひとつ見直し、より良い地
域に合ったルールや手続きを検討し、施設の適切で効率的な管理を目指していきたい
と考えています。

また、レベルアップしたコミュニティ活動が期待されますので、地域課題の解決のための
力をつけていきたいと考えております。準備期間からいろいろ新しいルールや事業など実
験的試行をやっていくことを考えておりますので、地域の皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
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建物は

変わらないよ！


